[bookmark: _GoBack]様式第1号（第11条第3項第2号関係）
（その２）

（技術評価型意向確認方式指名競争入札用）
	共同企業体の名称
	代表者
	申請業種

	構成員名
	
	
	

	入札参加資格認定業種
	
	
	

	許可業種及び許可を有しての営業年数
	
	
	

	発注工事を構成する一部の工種を含む工事についての元請としての施工実績（裏面参照）
	
	
	

	発注工事と同種の工事についての施工実績（裏面参照）
	
	
	

	監理技術者又は国家資格を有する主任技術者として現場に専任で配置される者
	氏名
	
	
	

	
	資格名称
	
	
	

	
	資格者証
	
	
	

	出資割合
	％
	％
	％

	※　等級別ランク
	土
	
	
	

	
	舗
	
	
	

	
	建
	
	
	

	
	電
	
	
	

	
	暖
	
	
	

	※　適否
	
	
	


備考　１　※の欄は記入しないこと。
２　「許可業種及び許可を有しての営業年数」の欄は、本件工事に係る建設業法の許可業種のみについて記載すること。
３　「資格者証」の欄には、指定建設業監理技術者資格者証の番号を記載すること。


（その２）の裏

	対象工事の例
	対象工事を構成する工事の例
	対象工事を構成する一部の工種を含む工事の例（元請としての実績が必要）
	対象工事と同種の工事の例
（下請としての実績でも可）

	道路工事
	土工
舗装
道路構造物工
	
	
	宅造工事、運動場工事、
ほ場整備工事、擁壁工事
	・道路一般の工事であって、技術的内容が類似するもの
・道路築堤工事

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	橋梁工事
	下部工
基礎工
く体工
上部工
床板工
本体（けた）工
	
	
	堰工事、埠頭・岸壁工事
水門工事、鉄塔工事、
水道橋工事
	・道路・鉄道等橋梁一般の工事であって、技術的内容が類似するもの
・建築鉄骨工事は別種工事

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	トンネル工事
	掘削工
支保工
まきたて工事
	
	
	共同溝工事、地下発電所工事
	・地中掘削工事であって地盤、土質等に係る技術的条件が類似するもの

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	排水機場工事
	基礎工
門扉制作・据付工
排水ポンプ製作・据付工
	
	
	下水道等中継ポンプ場工事
	・揚排水機場一般の工事

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	終末処理場
（土木工事）
	掘削工
水槽築造工
	
	
	ビル地下工事
	・浄水場工事

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	建築工事
	基礎工事
く体工事
内外装工事
	
	
	各種建築工事
	・建築一般の工事
・鋼構造の中高建築工事は、その技術内容に応じ超高層建築工事とは同種の工事とみなし得る場合もある。
その場合、軽量鉄骨造工事等は、超高層建築工事とは同種とみなされない。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	建築設備工事
	電気工事　重電機工事
弱電機工事
機械工事　空調工事
衛生工事
	
	
	プラントにおける設備工事
	・設備一般の工事

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



